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特
集一
九
七
○
年
代
以
降
と
く
に
高
い
関
心
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な

（
１
）
 

っ
た
融
和
運
動
の
史
的
究
明
は
、
九
○
年
代
に
入
っ
て
、
融
和
運

１
 

小
論
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
融
和
運
動
の
具
体
像
、
と
く
に
初
期
滋
賀
県
昭
和
会
の
活
動
実
践
と
融
和
事
業
の
内
容
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
蒲
生
、
愛
知
、
犬
上
、
伊
香
、
高
島
の
五
郡
に
点
在
す
る
六
つ
の
部
落
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
展
開
過
程
を
お
っ
て
い
る
。

融
和
運
動
史
の
現
段
階
に
お
い
て
、
地
域
社
会
の
歴
史
的
特
質
と
融
和
事
業
の
内
的
連
関
を
探
り
つ
つ
、
融
和
運
動
の
推
進
主
体
の
方
策
と
実
効
基
盤
を
明
ら
か

に
す
る
作
業
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
う
し
た
視
点
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
初
期
滋
賀
県
昭
和
会
は
従
来
の
社
会
事
業
、
自
治
組
織
と
し
て
の
改
善
事
業
の
限

界
を
打
開
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
滋
賀
県
の
融
和
運
動
の
出
発
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
九
二
○
年
代
の
地
域
融
和
団
体
を

統
括
し
、
二
○
年
代
後
半
～
三
○
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
融
和
事
業
を
全
面
的
に
担
い
、
合
目
的
的
、
効
率
的
に
機
能
し
て
い
っ
た
。

は
じ
め
に

滋
賀
県
に
お
け
る
融
和
運
動
と
地
域
社
会

ｌ
初
期
滋
賀
県
昭
和
会
の
活
動
実
践
Ｉ

動
の
地
域
社
会
に
お
け
る
実
像
を
探
ろ
う
と
す
る
視
角
が
共
有
ざ

（
２
）
 

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
活
動
実
践
の
目
六
体
像
に
焦
点
が
あ
て
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
融
和
運
動
と
水
平
運
動
（
水
平
社
）
と

の
対
抗
性
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
双
方
の
親
和
性
を
包
括

し
た
視
点
が
研
究
課
題
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

吉
村
智
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3０ 

こ
う
し
た
研
究
動
向
を
よ
り
明
確
に
提
示
し
た
の
は
、
全
国
水

平
社
創
立
八
○
周
年
を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
近
代
日
本
と
水

（
３
）
 

平
社
』
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
藤
野
豊
は
「
水
平
社
運
動
・
融

和
運
動
の
両
者
を
部
落
解
放
運
動
と
し
て
包
括
す
る
べ
き
で
あ

る
」
と
明
言
し
、
水
平
社
未
組
織
県
に
お
け
る
具
体
像
を
描
き
だ

（
４
）
 

し
て
い
る
。
融
和
運
動
を
権
力
に
よ
る
水
平
運
動
へ
の
対
抗
政
策

と
し
て
の
み
捉
え
る
評
価
は
す
で
に
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
滋
賀
県
に
お
け
る
融
和
運
動
史
研
究
は
早
く
七
○
年
代

か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
水
平
社
と
の
対
抗
性
だ

け
で
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
徳
島
法
融
「
明
治
大
正
お
け
る
豊
郷
町

（
５
）
 

大
町
部
落
に
つ
い
て
」
や
滋
賀
県
部
落
史
研
究
会
編
『
滋
賀
の
部

（
６
）
 

藩
』
第
二
巻
に
そ
の
典
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
○
年
代
後

半
～
九
○
年
代
に
は
、
融
和
運
動
・
融
和
事
業
を
や
や
詳
細
に
叙

述
す
る
傾
向
と
な
り
、
滋
賀
県
全
般
で
は
、
谷
口
勝
巳
「
近
江
の

（
７
）
 

被
差
別
部
落
史
」
が
、
部
落
単
位
の
通
史
で
は
、
『
桐
原
の
部
落

史
』
（
一
九
八
八
年
）
、
『
末
広
町
史
』
（
一
九
九
三
年
）
、
『
近
江
八

幡
の
部
落
史
」
二
九
九
五
年
）
、
『
広
野
町
史
』
（
一
九
九
六
年
）

が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
融
和
運
動
像
を
描
い

て
い
る
。

そ
し
て
二
○
○
○
年
に
入
っ
て
、
滋
賀
県
水
平
社
の
結
成
な
ど

の
事
実
関
係
を
再
検
証
し
つ
つ
、
融
和
運
動
を
か
な
り
く
わ
し
く

叙
述
し
た
通
史
が
編
纂
さ
れ
る
。
と
く
に
「
野
洲
の
部
落
史
通

史
編
・
資
料
編
』
は
「
融
和
運
動
の
出
発
」
（
前
川
修
執
筆
）
を

立
項
し
、
そ
れ
ま
で
等
閑
に
付
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
融
和
運
動
と

（
８
）
 

融
和
事
業
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
。

こ
う
し
た
研
究
史
上
に
お
い
て
筆
者
は
、
．
九
二
○
年
代
の

滋
賀
県
水
平
社
と
地
域
社
会
」
を
発
表
し
、
滋
賀
県
水
平
社
の
創

立
経
過
に
つ
い
て
触
れ
、
主
に
融
和
思
想
の
内
面
化
に
つ
い
て
焦

点
化
し
、
融
和
運
動
へ
の
地
域
の
主
体
的
関
与
に
つ
い
て
論
じ

｛
９
｝
 

た
。小
論
は
、
従
来
の
研
究
に
学
び
つ
つ
、
拙
稿
の
課
題
を
踏
ま
え

て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
融
和
運
動
の
具
体
像
、
す
な
わ
ち
初
期

滋
賀
県
昭
和
会
の
活
動
実
践
に
つ
い
て
の
考
察
を
目
的
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
時
期
は
同
愛
会
お
よ
び
帝
国
公
道
会
が

中
央
融
和
事
業
協
会
に
糾
合
さ
れ
、
融
和
団
体
の
統
轄
が
な
さ
れ

た
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
か
ら
、
「
昭
和
恐
慌
」
を
経
て
、
部

落
経
済
更
生
運
動
が
提
唱
さ
れ
る
三
二
（
昭
和
七
）
ま
で
に
限
定

し
た
。
融
和
運
動
史
研
究
の
全
体
像
か
ら
す
る
と
、
対
象
を
限
定

し
て
の
立
論
と
な
る
が
、
現
段
階
に
お
い
て
、
地
域
社
会
の
歴
史

的
特
質
と
融
和
事
業
の
内
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
重
要

な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
「
融
和
運
動
」
と
は
、
相
互
規
定
性

の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
融
和
事
業
と
融
和
思
想
の
双
方
を
包
括
し
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融
和
運
動
の
具
体
像
の
検
討
に
入
る
前
に
、
本
論
を
補
足
す
る

意
味
か
ら
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
歴
史
的
諸
前
提
に
つ
い

て
整
理
し
て
お
き
た
い
が
、
そ
れ
に
は
一
八
八
○
年
代
ま
で
遡
及

が
も
う
い
ぬ
か
み
え
ち

す
る
必
要
が
あ
る
。
小
至
輌
で
対
象
と
す
る
蒲
生
、
犬
上
、
愛
知
、

い
か
た
か
し
ま

伊
香
、
高
島
の
五
郡
に
点
在
す
る
六
つ
の
部
落
（
大
林
、
璽
呈
田
、

三
シ
池
、
大
町
、
広
瀬
、
Ｍ
）
を
概
観
し
て
み
た
い
。

一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
時
点
の
こ
れ
ら
六
つ
の
部
落
に
お

け
る
土
地
所
有
面
積
は
、
農
業
従
事
戸
数
に
比
し
て
極
め
て
零
細

で
、
近
世
の
旧
本
村
（
本
村
付
体
制
）
の
所
有
高
と
は
格
段
の
落

一
皿
｝

差
が
生
じ
て
い
た
。
仮
に
耕
地
を
村
内
で
均
等
に
配
分
し
た
と
し

て
も
零
細
農
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自
作
農
が
存
在
す
る

余
地
は
基
本
的
に
あ
り
え
な
か
っ
た
。
た
と
え
自
立
し
た
農
業
経

営
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
部
落
総
体
と
し
て
の
生
産
性
は

ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ず
、
そ
の
後
も
部
落
の
人
口
は
増
加
の
一
途
を
辿
る
こ
と
に
な

－
Ｍ
｝
 

る
。当
該
期
の
部
落
は
一
般
的
に
零
細
農
を
多
く
抱
え
な
が
ら
、
人

口
稠
密
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
部
落
改
善
運
動
・
改

て
い
→
６
。

一
融
和
運
動
の
歴
史
的
諸
前
提

善
事
業
の
一
定
の
成
果
が
看
取
で
き
る
一
方
、
部
落
の
実
態
を
個

別
に
詳
し
く
み
る
と
、
大
林
、
豊
田
、
三
シ
池
の
一
一
一
部
落
と
、
大

町
、
広
瀬
、
Ｍ
の
三
部
落
と
の
間
に
は
、
基
本
的
な
相
違
点
が
あ

る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

第
一
に
、
生
業
構
造
の
点
で
、
大
林
、
豊
田
、
三
シ
池
で
は
、

農
業
外
の
職
種
が
豊
富
で
あ
り
、
生
産
力
の
盤
石
き
が
う
か
が
え

ぽ
っ
く
り

る
。
大
林
は
、
農
業
従
事
者
に
よ
っ
て
雪
駄
・
木
履
の
山
野
緒
づ
く

り
の
ほ
か
編
笠
、
蚊
帳
な
ど
の
製
造
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、

商
業
分
野
で
も
米
、
肥
料
、
塩
、
雑
穀
、
野
菜
、
荒
物
、
革
細
工
、

（
胆
）

盆
栽
な
ど
の
商
売
が
確
認
で
き
る
。
塾
三
田
で
も
、
農
閑
期
に
草
履
、

草
畦
製
造
に
従
事
し
て
い
る
ほ
か
、
牛
馬
を
一
五
頭
所
有
し
て
お

（
旧
）

り
、
函
辰
業
従
事
戸
数
に
比
し
て
か
な
り
の
多
さ
で
あ
る
。
ま
た
、

三
シ
池
で
は
漁
業
、
藁
業
、
米
商
業
の
ほ
か
、
博
労
が
記
録
さ
れ

｛
Ｍ
｝
 

て
い
る
。

ど
じ
ょ
う

こ
れ
に
対
し
て
、
大
町
で
は
鰭
採
り
。
売
り
、
弊
牛
馬
処
理
な

ど
が
、
広
瀬
で
は
草
鮭
・
草
履
販
売
、
人
力
車
夫
な
ど
が
、
Ｍ
で

は
木
綿
織
、
硯
づ
く
り
な
ど
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
農
閑
期
の
副

一
応
）

業
に
近
い
職
種
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
大
林
、
豊
田
、
三
シ
池
で
は
、
旧
本
村
の
意
向
お
よ｛肥
｝

び
滋
賀
県
の
政
策
に
よ
っ
て
近
代
初
頭
に
分
村
独
立
さ
せ
ら
れ
、

早
く
か
ら
自
治
の
実
践
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
大
林
で
は
一
九
一

三
年
（
大
正
二
）
に
同
仁
会
が
、
豊
田
で
も
同
年
、
輯
睦
会
が
結

部落解放研究 No147 2002.8 



3２ 

成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
三
シ
池
で
は
、
一
九
一
八
年
（
大
正

（
Ⅳ
｝
 

七
）
に
壁
三
郷
済
美
会
が
創
立
さ
れ
、
一
九
一
一
○
年
（
大
正
九
）
に

（
肥
）

は
、
一
一
一
シ
池
崇
徳
財
団
が
、
さ
ら
に
一
一
一
シ
池
自
彊
会
、
’
一
一
シ
池
自

一
関
｝

彊
社
一
一
一
シ
池
産
業
組
〈
ロ
が
相
次
い
で
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。

一
方
、
大
町
、
広
瀬
、
Ｍ
は
、
「
解
放
令
」
以
後
も
実
質
的
に

旧
本
村
の
行
政
的
従
属
下
に
あ
り
、
自
治
を
制
約
さ
れ
る
状
況
に

あ
っ
た
。

分
村
独
立
に
よ
っ
て
、
早
期
に
自
治
を
経
験
し
た
大
林
、
豊
田
、

一
一
一
シ
池
の
三
部
落
で
は
、
部
落
改
善
運
動
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ

（
幻
）

っ
て
、
「
倹
約
」
「
質
素
」
を
実
践
す
る
主
体
を
形
成
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
的
な
従
属
関
係
に
定
置
さ
れ
て
い
た
大
町
、

広
瀬
八
Ｍ
の
三
部
落
で
は
、
地
域
の
改
善
事
業
は
未
着
手
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
生
業
構
造
と
自
治
的
経
験
と
の
相
違
が
、
六

つ
の
部
落
の
融
和
運
動
お
よ
び
融
和
事
業
の
方
向
性
を
決
定
づ

け
、
滋
賀
県
昭
和
会
の
下
で
の
融
和
運
動
の
実
践
形
態
も
違
っ
た

も
の
と
な
っ
て
い
く
。

一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）
七
月
一
日
に
、
従
来
の
部
落
単
位
の

予
算
措
置
を
基
本
的
に
継
承
す
る
路
線
を
打
ち
出
し
て
滋
賀
県
昭

一
Ⅲ
）

和
会
が
設
立
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
一
九
一
○
年
代
に

二
融
和
運
動
の
具
体
像

表
１
は
、
自
治
経
験
の
あ
る
、
そ
の
意
味
で
自
立
型
で
か
つ
改

善
運
動
団
体
に
よ
る
実
践
を
お
こ
な
っ
て
き
た
三
つ
の
部
落
に
つ

い
て
、
一
九
一
一
七
～
一
一
一
二
年
（
昭
和
一
一
～
七
）
ま
で
の
融
和
事
業

の
実
施
内
容
と
金
額
を
滋
賀
県
お
よ
び
国
か
ら
の
補
助
事
業
に
限

定
し
て
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
概
括
し
て
み
る
と
、

日
常
生
活
に
か
か
わ
る
事
業
も
一
部
に
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
主

と
し
て
善
隣
館
な
ど
隣
保
施
設
の
建
設
・
運
営
や
副
業
奨
励
、
授

産
指
導
な
ど
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
補
助
事
業
だ
け
で
な
く
、
思
想
実
践
の
一
つ
の
形
と

し
て
、
富
豪
に
よ
る
寄
附
行
為
が
、
三
シ
池
で
み
ら
れ
る
。
「
朝

日
新
聞
京
都
版
」
一
九
二
一
年
一
一
月
二
七
日
付
は
、
「
改
善
の
実

を
挙
げ
て
富
豪
等
の
尽
力
／
三
シ
池
の
理
想
郷
」
の
見
出
し
で
次

の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

自
治
経
験
を
も
つ
部
落
と
、
行
政
的
従
属
型
で
あ
っ
た
部
落
と
の

間
に
、
事
業
実
施
段
階
で
明
瞭
な
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

１
融
和
思
想
の
形
成
と
そ
の
実
践

ｌ
大
林
・
豊
田
．
｜
｜
｜
シ
池
の
場
合

（
前
略
）
熱
心
に
尽
力
し
た
の
で
著
し
く
改
善
の
実
を
挙
げ
、
一

昨
年
信
用
販
売
購
買
組
合
を
設
立
し
て
現
在
組
合
員
は
百
九
十

二
名
で
同
字
戸
数
の
九
割
以
上
を
占
め
出
資
金
一
戸
一
口
に
限

定
し
て
あ
る
が
全
部
払
込
済
で
あ
る
（
以
下
略
）
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表１大林・豊田・三ツ池における融和事業内容（1927～1932）
(単位円）

出典）「融和事業年鑑』昭和２年版～昭和７年版

注）点線以下の金額は、「事業費」と「補助金」の合計額。（）内は当該年度の国および県が執行

した全額に対する比率（単位％)。

こ
れ
に
対
し
て
、
永
く
行
政
的
従
属
下
に
あ
っ
た
大
町
、
広
瀬
、

Ｍ
に
つ
い
て
、
さ
き
と
同
様
に
一
九
二
七
～
一
一
一
二
年
ま
で
の
融
和

事
業
の
実
施
内
容
と
金
額
に
つ
い
て
み
た
の
が
、
次
頁
の
表
２
で

あ
る
。
｜
見
し
て
明
ら
か
よ
う
に
、
区
画
整
理
、
道
路
改
修
、
共

販
売
購
買
組
織
の
充
実
が
改
善
運
動
の
指
標
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
輯
睦
会
は
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
に
、
「
明
治
大

帝
ノ
聖
旨
ヲ
奉
ジ
日
夜
砕
励
誠
ヲ
致
シ
風
俗
衛
生
ノ
改
善
ハ
勿
論

特
二
皇
国
精
神
ノ
本
義
二
則
り
知
識
ヲ
磨
キ
廉
恥
ヲ
重
ン
ジ
既
二

形
式
上
消
滅
シ
タ
ル
差
別
撤
廃
ノ
実
ヲ
拳
ゲ
ル
事
ヲ
期
ス
」
と

「
宣
言
」
し
て
い
る
。
同
仁
会
で
も
、
納
税
、
礼
儀
、
婚
礼
、
言

動
、
身
体
、
貯
蓄
な
ど
日
常
生
活
の
細
部
に
わ
た
る
「
規
約
」
を

一
九
二
九
年
（
昭
和
巴
に
採
択
し
て
お
り
、
明
確
な
融
和
運
動

一
理
）

へ
の
主
体
的
関
与
が
看
取
で
き
る
。

こ
う
し
た
思
想
実
践
は
、
部
落
改
善
運
動
期
に
定
着
し
て
融
和

運
動
へ
と
継
承
さ
れ
、
そ
の
後
の
部
落
に
お
け
る
運
動
へ
の
関
わ

り
か
た
を
大
き
く
規
定
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
三
つ
の
部
落
で
は
、
滋
賀
県
昭
和
会
の
も
と
で
、
融
和
思
想

の
形
成
に
重
点
を
置
い
た
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

２
地
域
改
善
事
業
の
重
視
と
そ
の
実
践

ｌ
大
町
・
広
瀬
．
Ｍ
の
場
合

部落解放研究 Nol47 2002.8 

1927 1928 1929 1930 1931 1932 

蒲生郡

宇津呂村

（大林）

共同浴場修繕

道路改修

納税奨励

1,036 

(0.02） 

蒲生郡

北比都佐村

（豊田）

地区整理

7,000 

(0.17） 

授産作業所新設

指導者設置

道路改修及修繕

共同浴場修繕

共同井戸新設

5,444 

(0.06） 

輯睦会館新設

貯水池新設

道路改修

9,500 

(0.14） 

学業奨励

裁縫教授

施療

会館経営

納税奨励

744 

(0.01） 

犬上郡

豊郷村

(三ツ池）

善隣館経営

1,010 

(0.02） 

動力農具設備

善隣館経営

2,072 

(0.03） 

共同浴場改修

道路新設

4,372 

(0.05） 

善隣館新築

副業奨励

8,330 

(0.12） 

善隣館経営

副業奨励

888 

(0.01） 
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表２大町・広瀬．Ｍにおける融和事業内容（1927～1932）

(単位円）

出典）『融和事業年鑑」昭和２年版～昭和７年版。

注１）点線以下の金額は、「事業費」と「補助金」の合計額。（）内は当該年度の国および

県が執行した全額に対する比率（単位％)。

注２）※の内容は、児童保護、青少年教化（教育)、経済向上の諸施設に関する件（｢融和

時報」６３号《1932年２月号>）なお、「懇談会」「映画会」ともに金額は不明。

同
井
戸
・
住
宅
・
排
水
路
・
防
火
用
水
の
新
設
な
ど
日
常
生
活
に

か
か
わ
る
施
設
の
改
善
事
業
が
毎
年
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
る
。
ま

た
、
衛
生
、
教
育
、
経
済
向
上
な
ど
を
柱
と
し
た
事
業
も
実
施
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
補
助
金
額
は
県
内
全
般
の
事
業
費
割
合
か
ら

す
る
と
、
い
ず
れ
も
少
額
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

前
章
で
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
「
貧
窮
」
と
で
も
形
容
さ
れ
る
部

落
に
対
し
て
は
、
す
で
に
町
村
合
併
期
二
八
八
九
年
施
行
の
町

一
四
）

村
制
前
後
）
か
ら
次
の
よ
う
な
一
一
一
一
口
説
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
た
。

（
前
略
）
大
町
村
二
至
テ
ハ
三
百
戸
垂
々
ダ
ル
戸
数
ヲ
有
セ
シ

モ
土
地
財
産
等
乏
シ
ク
実
二
本
郡
比
類
ナ
キ
未
開
ノ
貧
村
ニ
シ

テ
又
タ
民
業
人
情
風
俗
等
素
ヨ
リ
同
シ
カ
ラ
サ
ル
ハ
勿
論
然
ル

ヲ
現
今
聯
合
ノ
区
域
ヲ
シ
テ
若
シ
該
村
ヲ
共
併
シ
ー
村
画
一
ノ

経
済
ヲ
実
施
ス
ル
ニ
至
ラ
ハ
其
費
額
ノ
負
担
二
堪
ヘ
サ
ル
ョ
リ

年
頃
之
レ
カ
補
充
ヲ
ナ
サ
サ
ル
ヲ
得
ス
然
ル
ト
キ
ハ
該
一
小
部

分
ヲ
補
佐
セ
ン
力
為
メ
他
二
負
担
ノ
重
キ
ー
過
キ
終
二
衰
頽
ヲ

（
マ
マ
）

来
夕
シ
供
二
自
立
ナ
ス
能
ハ
サ
ル
ニ
抵
ル
モ
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
故

二
此
際
該
村
ヲ
区
域
外
二
分
離
シ
而
シ
テ
他
ノ
六
ヶ
村
ヲ
以
テ

之
ヲ
｜
町
村
二
併
ス
モ
将
来
民
心
一
一
関
ス
ル
コ
ト
之
レ
ナ
キ
ノ

ミ
ナ
ラ
ス
行
政
上
至
極
適
当
ナ
ル
義
ト
信
認
候
二
付
此
段
答
申

候
也

こ
れ
は
、
「
愛
知
郡
下
枝
村
六
ヶ
村
町
村
組
織
二
関
シ
御
諮
問

一
一
付
答
申
書
」
（
戸
長
か
ら
郡
長
あ
て
）
に
あ
る
一
節
で
、
「
貧
村
」

1927 1928 1929 1930 1931 1932 

愛知郡

日枝村

(大町）

地区聾理

7,137 

(0.15） 

道路改修

排水禰染新設

村道修繕

溝渠修繕

井戸掘鑿

8,927 

(0.11） 

助力農具剛入

共同浴噛改徳

3256 

(0.05） 

｢恕談会」※

｢映画会」

(大町農業組合へ）

565 

(0.01） 

伊香郡

木ノ本町

（広瀬）

裁縫鋼習会

260 

(0.01） 

浴場修繕

裁縫及作法露習会

1,028 

(0.01） 

｢懇談会」燕

｢映画会」

公会堂建設

防水用貯水池新設

3.058 

(0.06） 

高島郡

安暴村

(Ｍ） 

春蚕場新設

共同井戸新設

iri防器設備

住宅改良

用水路新設

8,916 

(0.11） 

住宅地拡張

道路新設

地域整理

110672 

(OJ4） 

地区整理

道路新設

道路改修

排水撫斬股

10,971 

(OJ6） 

｢懇談会」※

｢映画会」

住宅改善及lMIl業奨励

競釦台建設

70568 

(015） 
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こ
の
三
つ
の
部
落
に
つ
い
て
は
、
環
境
改
善
を
柱
と
す
る
融
和

事
業
の
完
遂
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
き
の
三
つ
の
部

落
が
改
善
運
動
期
に
通
過
し
た
事
業
実
施
が
遅
れ
て
お
こ
な
わ
れ

－
別
｝

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
複
数
の
回
路
を
も
つ
融
和
事
業
が
な
に
ゆ
え

に
実
効
力
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
滋
賀
県

に
お
け
る
融
和
運
動
の
特
質
と
活
動
基
盤
を
軸
に
次
章
以
下
で
み

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

滋
賀
県
水
平
社
の
結
成
大
会
が
国
粋
会
と
の
衝
突
か
ら
い
っ
た

ん
流
会
し
た
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
一
月
一
八
日
以
降
、
滋

賀
県
の
水
平
社
対
策
は
精
繊
さ
を
増
し
て
い
た
。
同
年
一
一
一
月
三
日

に
は
、
全
国
水
平
社
創
立
一
周
年
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、

「
差
別
撤
廃
運
動
に
関
し
決
議
発
表
の
件
」
と
題
す
る
次
の
よ
う

（
蚤
）

な
県
知
事
通
達
を
発
し
て
い
る
。
長
文
で
あ
る
が
、
県
の
融
和
政

策
の
決
意
と
本
質
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
全
文
を
引
用

て
い
る
。

で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
人
情
風
俗
」
に
つ
い
て
も
明
言
さ
れ

１
盤
石
芯
水
平
社
対
策

三
融
和
運
動
の
展
開
過
程

し
た
い
。

我
々
は
同
じ
大
和
民
族
だ
、
そ
れ
だ
か
ら
差
別
さ
れ
る
の
を
不

当
だ
と
考
え
る
の
だ
。
同
じ
先
祖
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
が
、
お

互
い
に
排
斥
し
た
り
軽
蔑
し
た
り
す
る
こ
と
は
実
に
不
当
な
こ

と
で
あ
っ
て
、
あ
さ
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
仲
善
く
手
を
引
き

合
っ
て
天
皇
陛
下
に
忠
義
を
尽
く
し
、
国
家
の
為
に
奉
公
す
る

の
が
我
々
の
義
務
で
は
あ
る
ま
い
か
。
仇
敵
の
よ
う
に
し
て
喧

嘩
し
合
う
こ
と
は
我
等
の
望
む
所
で
は
な
い
。
之
等
は
差
別
徹

我
々
が
多
年
命
懸
け
で
望
ん
で
来
た
差
別
撤
廃
を
実
行
す
る
た

め
に
、
種
々
の
団
体
が
各
地
の
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
聴
い
て
、

我
々
は
非
常
に
喜
ん
だ
。
ど
ん
な
応
援
で
も
し
て
見
た
い
と
思

っ
て
居
っ
た
。
処
が
、
そ
れ
等
の
主
張
を
聴
い
て
見
る
と
、
却

っ
て
差
別
の
撤
廃
ど
こ
ろ
か
一
層
排
斥
さ
れ
そ
う
な
事
ば
か
り

で
あ
る
。
ひ
ど
い
話
に
な
る
と
民
族
争
闘
だ
な
ど
と
言
っ
て
、

我
々
は
差
別
さ
れ
る
の
が
当
然
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
居
る
。

過
激
急
進
な
る
差
別
撤
廃
運
動
を
退
け
、
益
々
着
実
な
る
思
想

に
立
脚
し
て
部
落
の
向
上
発
展
に
努
力
す
る
た
め
、
本
月
一

日
・
二
日
の
両
日
間
に
臨
時
会
合
し
て
、
左
記
決
議
文
を
発
表

し
、
県
は
之
が
助
成
に
努
め
つ
つ
あ
り
。

滋
賀
県
に
於
け
る
穏
健
な
る
改
善
団
体
は
、
水
平
社
の
如
き

四
民
平
等
の
御
聖
旨
を
何
と
解
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
。

部落解放研究Ｎ０１４７２００２．８
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廃
に
役
立
つ
筈
は
な
い
。
決
し
て
我
等
の
幸
福
で
も
な
い
。
民

族
争
闘
と
言
う
の
は
、
毛
色
目
色
の
か
わ
っ
た
者
の
間
の
争
い

の
こ
と
だ
。
民
族
争
闘
だ
な
ど
言
う
な
ら
我
々
は
大
和
民
族
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
之
で
は
我
々
の
信
念
と
も
事
実
と
も
違
っ

て
居
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
亜
米
利
加
の
黒
奴
の
泣
き
言
を
真
似

す
る
半
可
通
な
ハ
イ
カ
ラ
の
言
う
こ
と
だ
。
こ
ん
な
こ
と
で
本

当
に
看
板
通
り
の
差
別
の
撤
廃
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
、
却
っ

て
排
斥
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
は
せ
ぬ
だ
ろ
う
か
。

（
中
略
）

頼
み
も
せ
ぬ
の
に
全
国
同
胞
の
代
表
の
よ
う
な
顔
を
し
て
、
柄

に
も
な
い
処
を
つ
げ
て
世
間
一
般
の
人
達
の
反
感
を
挑
発
し
廻

ろ
人
達
の
た
め
に
、
今
日
迄
の
骨
折
を
踏
台
に
さ
れ
る
こ
と
は

御
免
蒙
つ
た
方
が
、
千
倍
も
万
倍
も
賢
い
仕
方
だ
。
自
分
達
は

長
い
間
本
当
に
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
に
、
ど
ん
な
人
に
も
負

け
な
い
だ
け
の
修
養
を
積
ん
で
来
た
。
我
々
の
中
に
は
学
問
を

し
た
り
社
会
の
公
益
を
進
め
た
り
、
又
は
国
家
の
産
業
に
献
身

し
た
り
し
て
、
一
般
の
人
達
か
ら
却
っ
て
親
分
だ
と
か
主
人
だ

と
か
言
わ
れ
て
尊
敬
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
人
も
沢
山

あ
る
の
に
、
今
頃
出
て
来
た
新
し
い
過
激
な
運
動
の
た
め
に
、

其
の
成
績
を
台
な
し
に
さ
れ
る
の
は
如
何
に
も
残
念
な
こ
と
で

は
な
い
か
。
滋
賀
県
に
於
け
る
我
が
同
胞
は
真
面
目
に
働
い
て

地
位
を
向
上
し
、
自
然
と
根
底
か
ら
差
別
撤
廃
の
実
を
挙
げ
る

積
も
り
で
、
今
迄
辛
抱
に
辛
抱
を
重
ね
て
来
た
。
之
は
滋
賀
県

の
同
胞
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
る
に
或
過
激
な
団

体
の
委
員
等
は
我
が
同
胞
の
此
の
真
面
目
な
態
度
が
、
彼
等
の

野
心
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
、
今
後
大
い
に
滋

賀
県
に
宣
伝
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
ん
な
間
違
っ
た
話
に

耳
を
傾
け
る
も
の
は
一
人
も
あ
る
ま
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
し

っ
か
り
考
え
な
い
と
、
長
い
間
の
辛
抱
も
水
の
泡
と
な
っ
て
、

又
一
層
排
斥
ざ
れ
差
別
的
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、

此
際
此
の
趣
旨
を
徹
底
せ
し
め
て
、
本
当
の
確
実
な
差
別
撤
廃

の
実
行
を
期
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
以
下
略
）

「
亜
米
利
加
の
黒
奴
の
泣
き
言
を
真
似
す
る
」
と
い
う
一
文
に

は
、
黒
人
へ
の
蔑
視
が
読
み
と
れ
、
差
別
の
重
層
性
と
複
合
性
を

感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、
水
平
社
の
活

動
を
「
民
族
争
闘
」
的
な
も
の
と
規
定
し
、
差
別
撤
廃
を
実
践
し

て
き
た
の
は
融
和
団
体
で
あ
る
と
主
張
し
、
立
身
出
世
や
国
家
貢

献
な
ど
を
持
ち
出
し
て
融
和
運
動
の
正
当
性
を
論
じ
て
い
る
。
水

平
社
の
活
動
は
差
別
的
処
遇
を
一
層
強
め
る
こ
と
に
な
る
と
の
見

解
で
一
貫
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
滋
賀
県
水
平
社
の
結
成
（
一
九
二
四
年
四
月
一
八
日
）

前
夜
の
一
九
一
一
一
一
一
年
（
大
正
一
二
）
’
二
月
一
一
一
一
日
、
寺
庄
村
宝

木
の
活
動
家
森
口
新
右
衛
門
ら
が
水
平
社
演
説
会
を
開
催
し
、
水

平
社
滋
賀
県
支
部
を
設
置
し
、
全
県
下
に
そ
の
宣
伝
を
し
た
い
旨
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こ
の
後
に
、
「
何
れ
も
之
を
諒
と
し
退
座
せ
り
」
と
あ
る
が
、

水
平
社
を
準
備
中
の
幹
部
が
簡
単
に
承
諾
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
、
森
口
ら
が
県
側
を
説
得
す
る
余
地
の
無
い
こ
と
を

察
知
し
て
退
席
し
た
と
み
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

こ
の
会
談
か
ら
一
カ
月
も
経
な
い
一
九
二
四
年
一
月
に
は
、
県
水

平
社
の
創
立
準
備
が
森
口
ら
に
よ
っ
て
着
々
と
整
え
ら
れ
て
い

一
跡
」

を
申
し
入
れ
た
際
、
次
の
よ
う
な
「
懇
諭
」
を
し
て
い
う
勺
。

．
本
県
に
於
い
て
は
当
局
と
地
方
民
と
協
力
し
、
自
発
的
に
融

和
の
目
的
を
達
せ
ん
と
努
力
し
、
現
に
其
の
効
果
を
挙
げ
つ
つ

あ
り
。
而
し
て
今
日
迄
他
府
県
に
於
て
行
わ
れ
た
る
水
平
社
運

動
の
状
況
を
見
る
に
、
往
々
社
会
の
秩
序
を
無
視
し
た
る
行
動

あ
る
が
た
め
、
多
年
努
力
の
結
果
漸
く
除
か
れ
た
る
差
別
的
溝

渠
を
、
又
更
に
新
し
く
生
ぜ
し
め
た
る
実
例
あ
る
は
甚
だ
遺
憾

に
堪
え
ず
。
本
県
は
過
般
郡
市
長
及
警
察
署
長
会
議
に
於
て
、

地
方
長
官
会
議
の
際
政
府
よ
り
指
示
せ
ら
れ
た
る
趣
旨
に
基
づ

姿
『
因
習
打
破
に
関
す
る
件
を
指
示
し
、
尚
今
日
迄
施
設
計
画

し
来
た
り
た
る
地
方
改
善
事
業
の
完
成
を
急
ぎ
、
県
民
融
和
の

実
現
を
促
進
せ
し
む
る
に
極
力
努
力
し
つ
つ
あ
る
折
柄
な
る
が

故
に
、
此
際
水
平
社
運
動
を
興
し
他
府
県
に
於
け
る
が
如
き
道

程
を
辿
る
こ
と
は
決
し
て
策
の
得
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
恩
推

す
る
を
以
て
、
該
運
動
は
当
分
見
合
す
を
可
と
す
べ
し
と
諭
示

せ
り
。

こ
う
し
た
盤
石
な
水
平
社
対
策
を
識
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
滋
賀
県
水
平
社
の
創
立
よ
り
以
前
に
、
県
が
社
会
課
や
地
方

課
な
ど
を
通
じ
て
、
部
落
改
善
運
動
の
方
向
性
を
明
示
し
、
具
体

的
な
実
践
を
積
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
米
騒
動

の
翌
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
に
出
さ
れ
た
「
細
民
部
落
改
善
万

一
刀

法
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
マ
マ
）

｜
、
各
般
事
ノ
業
其
成
否
ハ
之
二
従
事
ス
ル
人
ニ
ア
ル
故
二
細

民
部
落
中
ノ
有
力
者
ヲ
拳
ケ
テ
改
善
ノ
中
心
人
物
タ
ラ
シ
ム

ル
コ
ト

ニ
、
細
民
部
落
ノ
参
会
ス
ル
公
会
其
他
ノ
席
二
於
テ
ハ
決
シ
テ

（
マ
マ
）

差
別
的
待
遇
ヲ
ナ
ス
イ
ト
ナ
ク
常
二
｜
般
民
ヲ
、
ン
テ
不
平
等

ナ
ル
待
遇
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
悟
ラ
シ
ム

ル
ニ
努
力
ス
ル
コ
ト

三
、
神
社
ニ
ァ
リ
テ
モ
一
般
ノ
氏
子
ト
平
等
ノ
取
扱
ヲ
受
ケ
メ

シ
神
社
崇
敬
ノ
念
ヲ
深
厚
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

〃ぜ、○

四
、
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
教
授
訓
練
一
一
於
テ
両
者
ノ
感
情
ノ
融
和

ヲ
図
リ
殊
二
遊
戯
其
他
ノ
機
会
二
於
テ
努
メ
テ
両
者
ヲ
接
近

（
マ
マ
）

セ
シ
メ
一
般
部
落
ノ
児
童
差
別
的
観
念
ヲ
去
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

五
、
細
民
部
落
特
設
ノ
分
教
場
ハ
ナ
ル
ヘ
ク
速
一
一
之
ヲ
廃
止
ス

ル
ノ
方
針
ヲ
採
り
｜
般
児
童
ト
共
二
共
学
ノ
教
育
ヲ
施
ス
コ

ト

部落解放研究No147 2002 ８ 



3８ 

六
、
細
民
児
童
ノ
学
校
教
育
ハ
家
庭
二
於
テ
破
毅
セ
ラ
ル
、
コ

ト
多
シ
故
二
学
校
当
局
者
ハ
児
童
ヲ
通
シ
テ
家
庭
一
一
接
シ
又

特
二
父
兄
会
母
姉
会
等
ヲ
開
催
シ
教
育
一
一
関
ス
ル
講
話
ヲ
ナ

シ
家
庭
ト
学
校
ト
ヲ
連
絡
シ
改
良
ヲ
図
ル
コ
ト

セ
、
細
民
部
落
ニ
ハ
特
二
補
習
教
育
ヲ
奨
励
シ
精
神
教
育
ニ
カ

ヲ
尽
シ
又
礼
儀
、
作
法
、
言
語
、
裁
縫
、
洗
濯
等
ヲ
練
習
セ

シ
ム
ル
コ
ト

八
、
・
特
二
清
潔
法
ヲ
励
行
セ
シ
ム
ル
ト
共
二
不
良
ナ
ル
井
戸
、

不
潔
不
完
全
ナ
ル
便
所
ノ
修
理
、
共
同
浴
場
ノ
設
置
ヲ
奨
励

ス
ル
等
一
般
衛
生
思
想
ノ
養
成
向
上
ヲ
注
意
ス
ル
コ
ト

九
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
結
膜
炎
等
ノ
患
者
甚
夕
多
キ
ヲ
以
テ
之
力
治

療
予
防
一
一
関
シ
テ
懇
篤
注
意
ヲ
与
へ
可
成
共
同
診
療
ヲ
計
画

ス
ル
コ
ト

十
、
細
民
部
落
民
ハ
耕
地
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
甚
夕
稀
少
ナ
ル
ヲ
以

テ
耕
地
ヲ
周
旋
ス
ル
コ
ト
同
時
一
一
適
当
ノ
副
業
ヲ
調
査
奨
励

ス
ル
コ
ト

十
一
、
耕
地
ヲ
得
ル
ノ
望
ナ
ク
又
適
当
ナ
ル
職
業
ナ
キ
者
二
対

シ
テ
ハ
職
業
ヲ
紹
介
シ
又
移
住
ヲ
奨
励
ス
ル
コ
ト

十
二
、
部
落
ノ
状
況
二
応
シ
申
合
規
約
ヲ
以
テ
改
善
ヲ
要
ス
ル

事
項
ヲ
定
メ
其
ノ
実
行
ヲ
誓
約
セ
シ
メ
之
ヲ
監
督
指
導
ス
ル

コ
ト

十
一
二
、
勧
業
、
教
育
、
衛
生
、
風
紀
其
ノ
他
改
良
事
項
二
関
シ

講
話
講
演
会
ヲ
開
キ
常
一
一
彼
等
ノ
自
覚
心
ヲ
喚
起
セ
ム
シ
ル

コ
ト

十
四
、
勤
倹
貯
蓄
、
滞
納
矯
弊
二
留
意
ス
ル
コ
ト

神
社
氏
子
の
加
入
か
ら
学
校
教
育
に
お
け
る
差
別
待
遇
の
禁

止
、
共
同
浴
場
な
ど
の
衛
生
面
、
さ
ら
に
農
地
の
確
保
や
職
業
の

保
障
な
ど
事
細
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
務
的
な
規

定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
五
月
に
は
、
県

社
会
課
が
主
催
す
る
部
落
民
懇
談
会
で
、
「
部
落
側
か
ら
の
希
望

事
項
」
を
公
聴
し
、
主
た
る
要
求
と
し
て
以
下
の
三
項
目
を
挙
げ

（
鉛
）

て
い
る
。「
部
落
民
に
対
し
て
政
治
家
、
教
育
家
、
宗
教
家
等
は
差
別

的
観
念
を
抱
い
て
い
ゐ
る
か
ら
、
如
何
に
し
て
も
部
落
民
は

一
般
社
会
の
進
運
に
雁
行
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
依
っ
て

将
来
は
此
の
差
別
を
根
本
的
に
撤
廃
し
先
づ
其
の
着
手
と
し

て
官
公
吏
或
は
教
員
等
に
部
落
民
を
成
る
べ
く
多
く
採
用
し

（
マ
マ
）

て
進
貝
た
し

二
、
部
落
民
が
土
地
を
所
有
し
よ
う
と
思
っ
て
も
或
る
地
方
で

は
絶
対
に
部
落
民
に
売
買
し
な
い
か
ら
、
県
当
局
は
斡
旋
し

て
部
落
民
に
も
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
の
出
来
る
や
う
に
し

て
賀
ひ
た
い

三
、
部
落
民
が
兎
角
世
の
進
運
に
遅
れ
勝
ち
で
あ
る
の
は
要
す

る
力
の
問
題
で
あ
る
、
力
さ
へ
充
実
し
た
な
ら
ば
改
善
は
自
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明
確
な
方
針
と
具
体
的
な
方
策
を
も
っ
て
い
た
滋
賀
県
が
、
融

和
運
動
の
実
戦
部
隊
と
し
て
全
面
的
な
提
携
を
お
こ
な
っ
た
の
は

本
願
寺
教
団
で
あ
っ
た
。
早
く
も
一
九
二
一
年
（
大
正
一
○
）
に

は
、
相
次
い
で
教
団
組
織
と
提
携
し
た
会
合
を
催
し
て
い
る
。

滋
賀
県
社
会
課
が
五
月
一
四
日
に
県
公
会
堂
で
開
催
し
た
部
落

改
善
協
議
会
に
は
、
「
斯
業
従
事
者
並
に
篤
志
家
」
や
「
仏
教
連

合
会
各
支
部
」
か
ら
の
出
席
が
あ
っ
た
。
こ
の
協
議
会
の
様
子
を

（
功
一

『
中
外
日
報
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

午
前
中
議
事
午
後
講
演
会
で
議
事
は
、

ら
出
来
る
の
で
あ
る
、
是
れ
に
は
先
づ
部
落
民
の
教
育
程
度

を
向
上
せ
し
む
る
必
要
が
あ
る
、
故
に
第
一
に
中
等
学
校
の

入
学
優
先
権
を
附
与
せ
ら
れ
た
し

就
業
保
障
、
土
地
斡
旋
、
教
育
向
上
な
ど
の
具
体
的
課
題
と
な

っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
改
善
方
法
の
具
体
策
が

見
事
に
リ
ン
ク
し
て
事
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
滋
賀
県
昭
和
会
の
も

と
で
さ
ら
に
進
展
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
前
章
で
み
た
事
業
実
績

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

す
で
に
一
九
一
○
年
代
か
ら
改
善
事
業
に
つ
い
て
網
の
目
を
張

（
四
｝

り
巡
ら
せ
て
い
た
滋
賀
県
と
し
て
は
、
各
部
落
か
ら
の
諸
要
求
に

対
し
て
難
な
く
対
応
し
え
た
の
で
あ
る
。

２
本
願
寺
教
団
と
の
提
携

と
寺
院
説
教
所
の
設
置
奨
励
」
の
案
件
に
つ
い
て
も
、
「
指
導
機

関
の
設
置
改
善
機
関
の
設
置
及
び
協
同
移
住
及
出
稼
の
奨
励

住
宅
改
善
児
童
の
保
護
教
育
上
の
改
善
保
健
衛
生
の
改

善
経
済
上
の
改
善
社
会
教
化
」
に
続
い
て
、
以
下
の
七
項
目

一
別
一

の
具
体
案
を
提
示
し
て
い
る
。

「
時
々
講
演
会
を
開
催
し
て
仏
教
連
合
会
嘱
託
講
師
、
救
済

協
会
嘱
託
講
師
の
講
演
を
な
し
。

二
、
幻
灯
、
活
動
写
真
、
音
楽
等
を
講
演
会
の
際
に
利
用
し
て

生
活
改
善
の
機
会
を
与
へ
且
つ
高
尚
な
る
情
操
を
養
成
せ
し

す
る
所
見
で
参
会
者
に
一
段
の
点
眼
を
施
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
議
題
と
さ
れ
た
「
滋
賀
県
の
部
落
改
善
方
針

一
、
移
住
奨
励
に
関
す
る
事
項
。

二
、
隣
保
同
化
事
業
。

三
、
指
導
者
養
成
に
関
す
る
事
項
。

（
守
マ
）

四
、
保
導
委
員
制
度
の
活
用
に
関
す
る
事
項
。

五
、
授
産
事
業
に
関
す
る
事
項
。

六
、
児
童
保
護
に
関
す
る
事
項
。

で
参
加
者
は
部
落
民
有
志
、
改
善
に
従
事
せ
る
者
、
学
校
教
員
、

（
守
守
一

町
村
役
場
吏
員
、
保
導
委
員
で
僧
侶
は
五
分
の
一
を
占
め
て
い

た
。
滋
賀
郡
真
野
町
の
一
一
一
宮
禦
信
氏
は
部
落
改
善
従
事
者
一
般

の
希
望
事
項
部
落
改
善
と
東
西
本
願
寺
と
の
関
係
に
就
て
意
見

を
述
べ
た
、
講
演
は
京
大
教
授
山
本
美
越
乃
氏
の
本
問
題
に
関

（
マ
マ
）
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七
、
其
の
他
部
落
内
善
行
者
の
表
彰
部
落
改
善
の
功
労
者
の
表

彰
を
行
は
ん
と
す
。

こ
う
し
た
県
の
動
き
に
対
し
て
、
一
九
三
○
年
（
昭
和
五
）
に

い
た
る
と
、
教
団
側
も
自
主
的
・
積
極
的
に
応
答
す
る
よ
う
に
な

る
。
滋
賀
県
仏
教
連
合
会
主
催
の
講
習
会
を
、
同
年
二
月
八
日

よ
り
三
日
間
に
わ
た
っ
て
県
公
会
堂
で
開
催
し
、
そ
の
中
日
の
九

日
に
同
連
合
会
が
滋
賀
県
昭
和
会
と
の
間
で
意
見
交
換
し
た
の

一
誕
一

ち
、
次
の
よ
う
な
「
決
議
」
を
採
択
し
て
い
る
。

現
下
の
社
会
情
勢
に
鑑
み
へ
宗
教
家
は
融
和
問
題
に
関
し
て

仏
教
の
平
等
大
悲
の
精
神
に
基
き
深
甚
な
る
注
意
を
払
ひ
、
特

に
左
記
の
事
項
に
努
力
し
、
之
が
観
念
の
撤
廃
と
解
決
と
に
更

に
一
段
の
努
力
を
な
す
こ
と
。

「
体
験
を
以
て
指
導
に
当
る
こ
と
。

三
、
風
俗
展
覧
会
を
開
催
し
て
各
部
落
に
巡
回
し
自
己
の
生
活

の
劣
等
な
る
を
自
覚
せ
し
め
向
上
改
善
の
機
運
に
向
は
し
め
。

四
、
有
志
を
糾
合
し
て
社
会
見
学
団
を
組
織
せ
し
め
て
一
般
社

会
を
観
察
せ
し
め
。

五
、
青
年
団
、
処
女
会
及
母
の
会
を
組
織
せ
し
め
て
之
を
指
導

誘
披
し
。

｛
マ
マ
）

一
ハ
、
寺
院
、
説
教
所
、
産
業
組
〈
ロ
、
事
務
所
保
導
委
員
事
務
所

文
庫
の
設
置
を
奨
励
し
・

め
。

い
ま
一
つ
、
融
和
運
動
の
浸
透
を
促
進
す
る
要
因
と
し
て
み
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
大
衆
運
動
」
と
い
う
県
の
あ
る
種

前
衛
的
な
戦
術
で
あ
る
。
「
大
衆
運
動
に
傭
へ
る
た
め
／
市
町
村

単
位
の
融
和
団
体
／
滋
賀
県
昭
和
会
の
試
み
」
と
題
す
る
記
事
は
、

（
麺
）

次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

（
前
略
）
大
衆
的
宣
伝
に
依
る
融
和
観
念
の
鼓
吹
に
勉
め
る
こ
と

は
、
最
も
重
要
で
あ
る
（
中
略
）
各
個
人
の
真
の
心
か
ら
自
覚

が
興
ら
な
か
っ
た
な
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
概
念
や
知
識
の
普
及

に
止
り
、
実
際
の
効
果
を
期
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
中
略
）

運
動
の
堅
実
性
よ
り
見
る
も
、
斯
う
し
た
小
区
域
の
自
覚
よ
り

漸
進
す
る
こ
と
は
、
効
果
の
大
な
る
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
融

和
職
員
を
内
部
同
胞
部
落
に
出
張
せ
し
め
て
常
に
宿
泊
掛
の
講

習
会
懇
談
会
を
開
催
す
る
の
外
、
鍵
に
市
町
村
を
単
位
と
し
た

基
き
融
和
思
想
の
普
及
に
努
む
る
こ
と
。

一
、
差
別
事
件
の
調
停
斡
旋
に
率
先
努
力
す
る
こ
と
。

一
、
融
和
の
障
害
と
な
る
べ
き
事
故
の
除
去
に
努
む
る
こ
と
。

や
や
抽
象
的
な
内
容
で
は
あ
る
が
、
本
願
寺
教
団
と
滋
賀
県
と

の
こ
う
し
た
密
接
な
連
携
が
、
融
和
運
動
の
促
進
に
大
き
く
寄
与

し
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

３
内
部
自
覚
論
の
提
唱

、
説
教
講
演
講
習
会
等
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
於
て
、
信
仰
に
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小
論
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
自
治
経
験
ゆ
え
に
自
立
的
な

部
落
と
、
包
摂
型
ゆ
え
に
従
属
的
な
部
落
と
で
は
、
融
和
運
動
、

と
り
わ
け
事
業
展
開
お
よ
び
思
想
形
成
の
過
程
に
大
き
な
相
違
が

あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
融
和
運
動
の

「
複
数
基
準
」
と
で
も
表
現
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
滋
賀
県
に

よ
る
こ
の
「
複
数
基
準
」
の
構
え
は
、
自
立
村
に
お
い
て
は
、
融

る
融
和
団
体
の
設
置
準
則
を
示
し
て
奨
励
し
た
（
以
下
略
）

こ
こ
で
は
、
部
落
の
側
の
「
自
覚
」
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
続
い
て
「
市
町
村
を
単
位
と
せ
る
団
体
」
と
し
て
、

明
治
会
（
和
田
）
、
輯
睦
会
（
豊
田
）
、
親
愛
会
（
南
野
）
ほ
か
七

団
体
が
、
「
改
善
を
目
的
と
せ
る
団
体
」
と
し
て
、
三
シ
池
崇
徳

財
団
ほ
か
二
つ
の
財
団
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
融
和
政
策
を
打
ち
出
し
、
実
戦
部
隊
の
組
織
化
を
掌

握
し
た
滋
賀
県
は
、
一
方
で
部
落
の
側
に
も
「
自
覚
」
を
も
と
に

し
た
融
和
の
実
践
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
性
を
喚
起

す
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。
市
町
村
単
位
で
の
組
織
の
細
分
化

と
財
団
形
式
に
よ
っ
て
事
業
を
主
導
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
に

網
状
組
織
を
築
き
つ
つ
融
和
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

ま
と
め
に
か
え
て

註（
１
）
一
九
八
○
年
代
ま
で
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
秋
定
嘉
和
、

中
村
福
治
、
掛
谷
幸
平
、
成
澤
榮
壽
、
藤
谷
俊
雄
、
藤
野
豊
ら
の

主
要
な
研
究
を
総
覧
し
な
が
ら
、
藤
野
が
「
融
和
運
動
史
研
究
を

め
ぐ
る
論
点
と
課
題
」
『
部
落
問
題
研
究
』
七
三
、
一
九
八
二
年

二
月
、
「
融
和
政
策
・
融
和
運
動
史
の
論
点
と
課
題
」
『
部
落
解

和
運
動
へ
の
主
体
的
関
与
と
連
鎖
し
て
、
い
っ
そ
う
の
融
和
思
想

形
成
へ
の
回
路
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
。
｜
方
、
従
属
型
の
部
落

に
つ
い
て
は
、
事
業
を
よ
り
綿
密
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
質
的
な
資
力
の
底
上
げ
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
か
ら
み
る
と
、
初
期
滋
賀
県
昭
和
会
は

従
来
の
社
会
事
業
、
自
治
組
織
と
し
て
の
改
善
事
業
の
限
界
を
打

開
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
も
の
の
、
決
し
て
滋
賀
県
の
融
和
運

動
の
出
発
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
九
二
○
年
代
の
地

域
融
和
団
体
を
統
合
し
、
二
○
年
代
後
半
か
ら
三
○
年
代
初
頭
に

か
け
て
の
融
和
事
業
の
実
効
基
盤
の
整
理
を
お
こ
な
う
役
割
を
担

っ
て
い
た
。
融
和
運
動
の
複
数
基
準
は
、
こ
う
し
た
経
緯
に
お
い

て
登
場
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
滋
賀
県
昭
和
会
は
県
内

の
融
和
運
動
を
遂
行
さ
せ
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
の
組
織
と
し
て

極
め
て
合
目
的
的
、
効
率
的
に
機
能
し
、
そ
の
後
も
存
続
し
て
い

っ
た
と
い
え
る
。

部落解放研究 N01472002.8 
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放
研
究
』
五
六
、
’
九
八
七
年
六
月
、
「
融
和
政
策
・
融
和
運
動

史
研
究
の
状
況
」
小
林
茂
・
秋
定
嘉
和
編
『
部
落
史
研
究
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
』
雄
山
閣
、
’
九
八
九
年
な
ど
、
｜
連
の
論
孜
に
お
い
て

総
括
し
て
お
り
、
最
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

（
２
）
小
正
路
淑
泰
「
自
治
正
義
団
史
論
」
『
部
落
解
放
史
・
ふ
く
お
か
』

六
六
、
’
九
九
二
年
六
月
、
お
よ
び
今
井
ひ
ろ
子
「
神
崎
郡
に
お

け
る
水
平
社
運
動
と
融
和
運
動
」
「
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』
四
七
、

一
九
九
二
年
六
月
は
そ
の
先
駆
的
な
業
績
で
、
い
ず
れ
も
地
域
社

会
に
お
け
る
融
和
団
体
に
着
目
し
て
そ
の
実
態
を
実
証
的
に
解
明

し
た
点
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、
布
引
敏
雄
も
『
融
和
運

動
の
史
的
分
析
』
明
石
書
店
、
’
九
八
四
年
の
な
か
で
「
融
和
運

動
に
お
け
る
地
域
性
や
個
別
性
に
注
意
を
は
ら
う
時
、
決
し
て
融

和
運
動
を
十
把
一
か
ら
げ
に
し
て
評
価
し
、
と
る
に
足
ら
ぬ
も
の

と
無
視
し
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
」
（
肚
頁
）
は
で
き
な
い
と
述
べ

て
い
る
。
最
近
で
は
三
原
容
子
「
群
馬
県
水
平
運
動
に
お
け
る

「
融
和
主
義
」
的
路
線
に
つ
い
て
」
『
研
究
紀
要
』
第
六
号
世
界

人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
○
○
｜
年
三
月
が
、
「
「
融
和
主
義
」

路
線
を
進
ん
だ
こ
と
を
即
誤
り
と
は
せ
ず
に
、
あ
り
の
ま
ま
捉
え

て
み
よ
う
と
試
」
二
頁
）
み
て
い
る
。

（
３
）
秋
定
嘉
和
・
朝
治
武
編
、
解
放
出
版
社
、
二
○
○
二
年
。
な
か

で
も
、
藤
野
豊
「
水
平
社
未
組
織
県
に
お
け
る
部
落
解
放
運
動
史
」
、

丼
岡
康
時
二
九
二
○
年
代
前
期
の
町
村
会
選
挙
と
奈
良
県
水
平

社
」
、
守
安
敏
司
「
一
九
三
○
年
代
前
期
奈
良
県
水
平
社
の
動
向
」

の
三
論
文
は
融
和
運
動
を
直
接
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
が
、
地
域
社
会
に
お
け
る
水
平
運
動
の
意
義
を
問
い
つ
つ
も
、

融
和
運
動
を
水
平
連
動
の
対
抗
物
と
す
る
よ
う
な
一
面
的
で
狭
臘

な
視
角
は
と
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
地
域
社
会
の
政
治
参
加
や
運

動
主
体
に
重
点
を
置
い
て
叙
述
し
て
い
る
。

（
４
）
同
上
、
二
○
一
～
二
○
二
頁
。

（
５
）
『
部
落
問
題
研
究
』
三
六
、
’
九
七
三
年
二
月
。

（
６
）
滋
賀
県
同
和
事
業
推
進
協
議
会
刊
、
一
九
七
四
年
、
「
融
和
運
動

と
そ
の
功
労
者
」
の
項
あ
り
。

（
７
）
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
刊
、
一
九
八
八
年
、
「
融
和
連
動
の
お

こ
り
」
の
項
あ
り
。

（
８
）
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
淡
海
国
に
お
け
る
差

別
の
歴
史
と
部
落
問
題
」
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
編
・
刊
、
二

○
○
○
年
一
○
月
の
よ
う
に
、
融
和
運
動
Ⅱ
天
皇
制
賛
美
と
の
視

点
か
ら
、
運
動
の
歴
史
的
意
義
を
一
蹴
す
る
評
価
も
依
然
と
し
て

存
在
し
て
お
り
、
滋
賀
県
の
水
平
運
動
史
研
究
の
低
水
準
ざ
を
象

徴
し
て
い
る
。

（
９
）
秋
定
嘉
和
・
朝
治
武
編
箸
『
近
代
日
本
と
水
平
社
』
解
放
出
版

社
、
二
○
○
二
年
所
収
（
以
下
、
拙
稿
Ａ
と
略
）
。
な
お
、
同
論

文
の
発
表
後
、
武
田
一
夫
「
人
権
思
い
つ
く
ま
ま
」
第
ｎ
回
、
第

ｕ
回
『
地
域
同
和
』
二
五
一
一
、
二
五
一
一
一
号
、
’
’
○
○
二
年
四
月
、
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五
月
を
読
む
機
会
を
得
た
。
新
聞
記
事
等
を
博
捜
し
た
労
作
で
あ

り
、
滋
賀
県
水
平
社
の
創
立
事
情
に
つ
い
て
は
武
田
の
見
解
に
筆

者
も
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
一
八
八
○
年
（
明
治
一
三
）
時
点
に
お
け
る
六
つ
の
部
落
の
総

世
帯
数
と
土
地
所
有
面
積
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合

上
、
一
覧
表
を
提
示
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
概
略
的
に
整
理
す

る
と
、
農
業
従
事
戸
数
は
対
「
旧
本
村
」
比
で
二
割
以
上
を
占
め

て
い
る
も
の
の
、
所
有
面
積
は
、
大
林
部
落
を
除
い
て
、
い
ず
れ

も
二
割
以
下
で
、
占
有
率
が
一
桁
の
場
合
も
あ
る
（
「
滋
賀
県
物

産
誌
」
「
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』
第
五
巻
（
資
料
二
、
一
九
六

二
年
）
。

（
ｕ
）
一
八
八
○
年
～
一
九
二
○
年
（
大
正
九
）
に
か
け
て
の
六
つ
の

部
落
の
人
口
お
よ
び
戸
数
動
態
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
一
覧
表
を

提
示
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
推
移
の
概
要
を
示
す
と
、
大
林
部

落
で
若
干
の
人
口
減
少
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
一
・

五
～
二
倍
強
の
増
加
傾
向
に
あ
る
（
前
掲
「
滋
賀
県
物
産
誌
」
、

「
旧
穣
多
村
ノ
状
景
調
査
書
」
、
『
全
国
部
落
所
在
地
名
調
」
に
よ

る
）
。

（
皿
）
前
掲
「
滋
賀
県
物
産
誌
」
三
○
｜
頁
。

（
、
）
同
上
、
三
九
三
頁
。

、
）
同
上
、
五
九
八
頁
。

（
焔
）
同
上
、
五
五
三
、
八
六
五
、
九
二
七
頁
。

応
）
分
村
独
立
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
「
解
放
令
」
以
後
の
分

村
独
立
運
動
の
再
評
価
」
『
部
落
解
放
研
究
』
六
九
、
一
九
八
九

年
九
月
を
参
照
。

（
Ⅳ
）
滋
賀
県
社
会
課
『
滋
賀
県
社
会
事
業
要
覧
』
一
九
二
二
年
、
一

八
五
～
二
○
四
頁
。
こ
う
し
た
経
緯
の
な
か
に
は
、
一
九
二
年

（
明
治
四
四
）
の
小
桜
慈
恵
救
済
財
団
（
虎
姫
村
大
字
小
桜
）
や

一
三
年
（
大
正
二
）
の
南
野
大
正
会
（
武
佐
村
大
字
南
野
）
も
位

置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
部
落
は
歴
史
的
経
緯
か

ら
み
て
異
な
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
小
論
で

は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
旧
）
前
掲
「
滋
賀
県
社
会
事
業
要
覧
』
一
八
五
～
二
○
四
頁
。
．

（
四
）
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
同
朋
運
動
変
遷
史
編
纂
委
員
会
編
『
同
朋

運
動
史
資
料
一
』
同
出
版
部
、
一
九
八
三
年
、
二
五
○
～
二
五
二

頁
。

（
別
）
．
九
五
○
年
代
の
滋
賀
県
部
落
解
放
運
動
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

『
解
放
研
究
し
が
』
八
、
’
九
九
八
年
三
月
（
以
下
、
拙
稿
Ｂ
と

略
）
。

（
皿
）
『
共
済
」
第
四
巻
第
九
号
（
一
九
二
八
年
九
月
）
。
滋
賀
県
昭
和

会
の
前
身
は
、
一
九
二
○
年
（
大
正
九
）
に
創
立
さ
れ
た
滋
賀
県

自
治
協
会
が
一
一
三
年
（
大
正
一
二
）
に
設
置
し
た
融
和
部
で
あ
る

（
『
融
和
事
業
年
鑑
』
昭
和
二
年
版
）
。
滋
賀
県
昭
和
会
の
発
足
会

は
九
月
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
主
な
活
動
に
つ
い
て
は
、
前
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4４ 

褐
拙
稿
Ａ
二
七
一
～
二
七
四
頁
。

壷
）
輯
睦
会
、
同
仁
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
Ａ
を
参
照
。

（
躯
）
「
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』
第
六
巻
（
資
料
二
）
一
九
六
三
年
、

一
五
四
頁
。
一
八
八
八
年
八
月
一
五
日
付
で
、
戸
長
か
ら
郡
長
に

あ
て
て
出
さ
れ
た
も
の
。
な
お
「
六
ヶ
村
」
と
は
、
大
町
村
を
の

ぞ
く
、
月
加
田
、
吉
田
、
上
枝
、
下
枝
、
沢
、
高
野
瀬
の
各
村
を

指
す
。

（
型
）
こ
う
し
た
経
済
状
況
は
の
ち
に
内
務
省
に
よ
り
「
貧
窮
」
と
認

識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
「
被
圧
迫
部
落
概
観
調
査
」
水
平
社
博

物
館
蔵
）
。
な
お
、
小
論
で
考
察
対
象
と
し
て
い
る
六
つ
の
部
落

と
は
異
な
る
例
外
的
な
部
落
も
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
虎
姫
村
小

桜
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
寺
庄
村
宝
木
で
あ
る
。
前
者
は
、
県

内
有
数
の
村
内
対
立
を
内
包
し
て
お
り
、
地
域
有
力
者
と
貧
困
層

と
の
確
執
が
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
拙
稿
Ｂ
）
。
ま

た
、
後
者
は
、
県
水
平
社
発
祥
の
地
で
あ
り
、
県
内
屈
指
の
支
部

で
あ
る
宝
木
水
平
社
も
結
成
し
て
い
る
（
前
掲
拙
稿
Ａ
）
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
部
落
に
つ
い
て
は
、
別
の
視
点
か

ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
妬
）
秋
定
嘉
和
・
渡
部
徹
編
『
部
落
問
題
・
水
平
運
動
資
料
集
成
』

補
巻
一
、
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
、
六
五
六
～
六
五
七
頁
。

命
）
同
上
、
六
五
七
頁
。
な
お
、
こ
の
内
容
は
、
滋
賀
県
知
事
か
ら

内
務
大
臣
宛
て
に
通
報
さ
れ
て
い
る
。

付
記
小
論
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
資
料
の
閲
覧
・
提
供
に
際
し
て
、

京
都
部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
、
水
平
社
博
物
館
に
お
世
話

に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
に
か
え
た
い
。

（
〃
）
『
社
会
改
善
公
道
」
第
十
一
号
二
九
一
九
年
九
月
一
五
日
号
）
。

な
お
、
こ
れ
は
「
滋
賀
県
地
方
課
に
於
け
る
改
善
の
原
案
」
と
な

っ
て
い
る
。

（
犯
）
『
日
本
社
会
事
業
年
鑑
（
大
正
十
一
年
版
）
』
一
九
二
二
年
。

（
羽
）
一
九
一
○
年
（
明
治
四
三
）
四
月
一
三
日
に
は
、
「
滋
賀
県
令
第

二
十
七
号
」
と
し
て
「
特
種
部
落
改
良
費
県
費
補
助
規
程
」
を
施

行
し
（
『
滋
賀
県
公
報
』
’
○
’
二
号
）
、
そ
の
後
、
一
九
一
二
年

（
大
正
一
）
九
月
三
○
日
に
「
滋
賀
県
令
第
十
一
号
」
で
改
正

（
同
号
外
）
、
さ
ら
に
一
九
一
一
四
（
大
正
三
）
九
月
一
一
六
日
に
再
改

訂
し
て
い
る
（
同
第
一
一
二
三
号
）
。

詞
）
『
中
外
日
報
』
一
九
二
一
年
五
月
一
五
日
付
（
前
掲
『
同
朋
運
動

史
資
料
三
）
。

（
、
）
同
上
。

（
犯
）
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
、
一
九
三
二
年
（
昭
和
七
）
一
二
月

の
東
西
両
本
願
寺
部
落
寺
院
住
職
懇
談
会
の
開
催
を
契
機
と
す
る

滋
賀
県
寺
院
融
和
連
盟
の
結
成
（
三
一
一
一
年
一
月
）
ヘ
と
連
な
っ
て

い
く
。

（
銅
）
『
融
和
時
報
』
四
十
八
号
（
一
九
三
○
年
一
一
月
一
日
付
）
。




